
　
　

【表紙】 　

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年２月10日

【会社名】 株式会社大戸屋ホールディングス

(旧会社名　株式会社大戸屋)

【英訳名】 OOTOYA Holdings Co.，Ltd．

(旧英訳名　OOTOYA, Co., Ltd.)

（注）平成23年５月13日開催の取締役会及び平成23年６月24日開催の定時株主総会の決議により、平成23年

７月１日をもって当社商号を「株式会社大戸屋」から「株式会社大戸屋ホールディングス」へ変更致

しました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長　三　森　久　実

【本店の所在の場所】 東京都武蔵野市中町一丁目20番８号

【電話番号】 0422-26-2600（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画部長　濵　田　寛　明

【最寄りの連絡場所】 東京都武蔵野市中町一丁目20番８号

【電話番号】 0422-26-2600（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画部長　濵　田　寛　明

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

　 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)
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１ 【提出理由】

当社において、特定子会社に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の

開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

　
２ 【報告内容】

（１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

① 名称 OOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD.

② 住所 33 Ubi Avenue 3 #02-31/32 The Vertex 　Singapore 408868

③ 代表者氏名 Hendri Rusli

　（提出日現在 三森　久実）

④ 資本金 1,350,000米ドル

　（提出日現在 3,350,000米ドル）

⑤ 事業内容 シンガポール共和国における大戸屋ブランドの和定食チェーンの展開

　
（２）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株

主等の議決権に対する割合

① 当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前 472,500米ドル

異動後 1,282,500米ドル

（提出日現在 3,282,500米ドル）

② 当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前 35.0％

異動後 95.0％

（提出日現在 98.0％）

（注）１．「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は、出資額を記載しております。

２．「当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合」は、出資比率を記載しております。

　

（３）当該異動の理由及びその年月日

　 ① 異動の理由

当社は、平成23年12月28日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社であるOOTOYA ASIA

PACIFIC PTE. LTD.の株式を取得することを決議致しました。これにより、OOTOYA ASIA PACIFIC PTE.

LTD.は当社の連結子会社に該当することとなり、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分

の10以上に相当し、当社の特定子会社に該当することとなったためであります。

　
　 ② 異動の年月日

平成23年12月29日

なお、OOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD.は同日付をもって増資を行い、提出日現在における資本金の

額は3,350,000米ドルとなっております。
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